
岩手県社会福祉事業団女性活躍推進行動計画 

 

 

当事業団では、女性活躍推進法第 8条の規定に基づき、女子職員が各自の個性と能力

を十分に発揮し、職業生活において活躍できるようにするため、環境の整備を行うこと

を目的とし、次のように行動計画を策定する。 

 

１ 計画期間 

 平成 30年 4月 1日 ～ 平成 33年 3月 31日 

 

２ 目標 

  管理職に占める女子職員の割合を３５％以上にする。 

 

３ 取り組み内容 

（１）女子職員が活躍している職場であることをＰＲした採用情報の発信を行う。 

・平成３０年４月～  

採用説明会における先輩女子職員のアドバイスコーナーの実施 

   ・平成３０年９月までに  

法人リーフレットの改訂版の作成・配布 

（２）職場と家庭の両立支援に関する休暇や諸制度等の活用について、パンフレット等 

により全職員に周知する。 

  ・平成３１年３月までに  

休暇等の諸制度活用パンフレットの見直しを行い、両立支援に関する内容を 

追加して作成・周知 

   ・平成３２年３月までに  

両立支援に特化した休暇や諸制度活用のパンフレットの作成・配布 

（３）女子職員の管理者育成を目的としたキャリア研修への積極的な参加の促進を行う。 

   ・平成３０年４月～平成３３年３月まで  

管理者育成コース等の研修計画の作成・受講の促進 

（４）働き方改革に向けた取り組みとして、毎週 1日以上のノー残業デーの設定と実施 

率 90％以上を目指す。 

・平成３０年４月～平成３３年３月まで 

施設長会議及び副施設長会議において、上長による業務分担の見直し等にか 

かるマネジメントの推進・全職員への周知 

   ・平成３０年６月～ 

     時間外労働時間の把握のため、労務災害予防自主点検表に労務管理の項目を 

追加・点検の実施 

     


